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65
歳
以
上（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
方

は
届
き
ま
し
た
か
？

　
平
成
24
年
度
の

保
険
料
の
額
は
平

成
23
年
１
月
〜
12

月
ま
で
の
本
人
の

所
得
状
況
と
世
帯

員
の
住
民
税
の
課

税
状
況
に
よ
り
確

定
し
ま
す
。本
年
の

納
入
通
知
書
は
７

月
10
日
に
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
は
坂

井
地
区
（
あ
わ
ら
市
お
よ
び
坂
井

市
）
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費

用
の
21
％
分
を
ま
か
な
え
る
よ
う

に
算
出
し
ま
し
た
。

※保険料は基準額（第６段階）の場合です。

平
成
24
年
度

年額保険料 基準額
64,800 円
(月額 5,400 円 )

年額保険料 基準額
64,800 円
(月額 5,400 円 )

介
護
保
険
料

　納
入
通
知
書

介
護
保
険
料

　納
入
通
知
書

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
で
も
普

通
徴
収
（
納
付
書
）
で
納
め
る
こ
と

が
あ
り
ま
す

　
次
の
場
合
な
ど
は
、
特
別
徴
収
に

切
り
替
わ
る
ま
で
、
一
時
的
に
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
ま
す
。

●

年
度
途
中
で
　
歳
（
第
1
号
被
保

険
者
）に
な
っ
た
場
合

●

他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た

場
合

●

収
入
申
告
の
や
り
直
し
な
ど
で
、

保
険
料
の
所
得
段
階
が
変
更
に

な
っ
た
場
合
　
な
ど

年
金
の
「
現
況
届
」
が
届
い
た
方
は

忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
現
況
届
」

が
届
い
た
方
は
、
出
し
忘
れ
る
と
年

金
が
一
時
差
し
止
め
に
な
り
、
介
護

保
険
料
の
天
引
き
が
で
き
な
く
な

る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。（
こ
の
場

合
、
納
付
書
で
納
め
る
普
通
徴
収
に

な
り
ま
す
。）

普
通
徴
収

納
入
通
知
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る

納
付
書
で
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま

で
の
間
、
納
期
ま
で
に
金
融
機
関
な

ど
で
直
接
保
険
料
を
納
め
る
方
法

で
す
。（
口
座
振
替
で
口
座
を
登
録

さ
れ
て
い
る
方
は
納
期
限
日
に
指

定
の
金
融
機
関
か
ら
振
替
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。）

老
齢（
退
職
）年
金
、
障
害
年
金
、
遺

族
年
金
な
ど
が
年
額

　
万
円
（
月
額

１
万
5,
0
0
0
円
）未
満
の
人
お
よ

び
上
記
の
理
由
で
特
別
徴
収
で
き

な
い
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

普
通
徴
収
を
口
座
振
替
に

す
る
に
は

広
域
連
合
指
定
の
金
融
機
関
（
納
付

書
記
載
の
金
融
機
関
）
で
「
口
座
振

替
依
頼
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
振

替
開
始
は
原
則
依
頼
書
提
出
の
翌

月
か
ら
と
な
り
ま
す
。）

【
必
要
書
類
等
】

●

口
座
振
替
依
頼
書

●

保
険
料
の
納
付
書

●

預
金
通
帳

●

印
か
ん（
通
帳
届
け
出
印
）

※
　
申
し
込
み
か
ら
口
座
振
替
開

始
ま
で
の
月
や
残
高
不
足
な
ど
に

よ
り
自
動
引
き
落
と
し
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
は
、
納
付
書
で
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
更
正
や
徴
収
方
法
の
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
、

納
付
書
を
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。未
納
と
な
ら
な
い
よ
う
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

Q.A.

Q.A.

A. Q.

A. Q. A. Q.

表１．特別徴収（年金から徴収される方）の
　　　６回で納める場合の例

 期別  ４月  ６月  ８月 

 保険料  10,800 円  10,800 円  10,800 円  

 期別 １０月  １２月  ２月  年額合計

 保険料  10,800 円  10,800 円  10,800 円  64,800 円

※保険料は基準額（第６段階）の場合です。

表２．普通徴収（納付書または口座振替）の
　　　８回で納める場合の例

 期別  ７月  ８月  ９月
 保険料  8,100 円  8,100 円  8,100 円

 期別   １０月  １１月  １２月
 保険料  8,100 円  8,100 円  8,100 円

 期別  １月  ２月  年額合計
 保険料  8,100 円  8,100 円  64,800 円  
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○
保
険
料
は
上
記
の「
基
準
額
」を
も
と

に
所
得
金
額
に
応
じ
た
負
担
に
な
る

よ
う         

11 
段
階
に
分
か
れ
ま
す
。  

○
保
険
料
は
３
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、

上
記
の「
基
準
額
」は
平
成
24
〜
26
年

度
の
も
の
で
す
。

○
介
護
保
険
料
の
徴
収
方
法
や
金
額
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。当
広
域
連
合
か
ら
発
送
し
ま
し

た「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書（
兼
特

別
徴
収
開
始
通
知
書
）」
の
内
容
を
必

ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

わ
た
し
の
保
険
料
は
何
段
階

各
家
庭
に
配
布
し
ま
し
た
介
護
保

険
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
最
終
ペ
ー
ジ
）

や
納
入
通
知
書
に
添
付
の
段
階
表

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

保
険
料
は
い
つ
か
ら
納
め

る
の

65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
は
、
65
歳

に
な
っ
た
月
分
（
誕
生
日
が
1
日
の

方
は
、そ
の
前
月
分
）か
ら
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

例 

８
月
１
日
が
65
歳
の
誕
生
日
の
方

　
　
　
↓
　
７
月
分
か
ら
納
め
ま
す
。

８
月
２
日
が
65
歳
の
誕
生
日
の
方

　
　
　
↓
　
８
月
分
か
ら
納
め
ま
す
。

※
40
歳
〜
64
歳
の
方
の
保
険
料
は
医

療
保
険
料
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

な
く
て
も
保
険
料
は
納
め

る
の

 

介
護
保
険
制
度
は
、
社
会
全
体
で

介
護
を
支
え
合
う
理
念
に
基
づ
き
、

40
歳
以
上
の
方
全
員
が
加
入
し
保

険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
も

の
で
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
納
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方
は

保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
次
の
２

種
類
が
あ
り
ま
す
。 

特
別
徴
収

年
金
支
払
月
（
偶
数
月
）
に
年
金

か
ら
直
接
保
険
料
を
天
引
き
し
、

納
め
る
方
法
で
す
。

老
齢
（
退
職
）
年
金
、
障
害
年
金
、

遺
族
年
金
な
ど
が
年
額
18
万
円
（
月

額
１
万
5,
0
0
0
円
）
以
上
の
方
が

対
象
と
な
り
ま
す
。
特
に
手
続
き

は
必
要
と
し
ま
せ
ん
が
、
該
当
者

は
す
べ
て
特
別
徴
収
と
な
り
、
普

通
徴
収
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

18
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（平成24年 6月 20日）

（平成24年 6月 20日）
区分　１：　福井県下水道公社設計基準　２：　坂井市下水道放流基準

さ
か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

BOD（生物化学的酸素要求量）
ノルマルヘキサン鉱油類
ノルマルヘキサン動植物油
全窒素
全リン
アンモニア性窒素
pH
SS

220 mg ／ L
5 mg ／ L
30 mg ／ L
240 mg ／ L
32 mg ／ L
380 mg ／ L 
5～ 9 
150 mg ／ L

1.8 mg ／ L
0.5 mg ／ L
0.5 mg ／ L
93 mg ／ L
1.6 mg ／ L
0.997 mg ／ L 
7.35 
1.6 mg ／ L

区分
1
1
1
2
2
1
1
1

基　準　値項　　　目 測　定　結　果

臭気測定結果

項　　　目

臭気強度
臭気濃度

基準値

2.5 以下
15以下

東　側
0

10 未満

北　側
1

10 未満

西　側
0

10 未満

南　側
0.5
10 未満

0
1
2
3
4
5

無臭
やっと感知できるにおい
何の臭いであるかがわかる弱いにおい
らくに感知できるにおい
強いにおい
強烈な臭い

臭　気　の　程　度臭気強度

敷　地　境　界

坂井市環境基準

附表

項　　　目
悪　　　臭

許　　容　　限　　度
特定工場の敷地境界線において附表に掲げる６段階臭気強度表示方
による臭気強度０から３までとする。

 

◎
肥
料
の
予
約
に
つ
い
て
お
願
い

　
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
収
集
し
た
し

尿
・
浄
化
槽
汚
泥
等
か
ら
肥
料
を
生

産
し
配
布
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
現

在
、
肥
料
の
生
産
が
ご
要
望
に
追
い

つ
か
な
い
た
め
、
配
布
予
約
の
受
注

を
中
止
し
て
い
ま
す
。
予
約
を
来
年
１

月
よ
り
再
開
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

◎
施
設
見
学
に
つ
い
て

　
水
処
理
や
汚
泥
の
資
源
化
に
つ
い
て

理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
施
設
見
学

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ご
家
族
、
町
内
会
等
の
グ
ル
ー
プ
ま

た
は
個
人
で
も
受
付
け
て
い
ま
す
。

　
・
受
付
時
間
　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分（
祝

祭
日
を
除
く
）

　
・
見
学
時
間
　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
12
時

　
　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時（
祝
祭
日
を
除
く
）

　
・
問
い
合
わ
せ
先
　
さ
か
い
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
　
電
話
７
２
｜

２
２
０
０

 

◎
施
設
の
状
況

放流水水質測定結果

★
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　
保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
な
か
っ
た
場

合
、
督
促
状
や
催
告
書
を
送
付
し
ま
す
。そ
の
場
合

督
促
手
数
料
や
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
特
別
な
事
情
が
な
く
保
険
料
を
滞
納
す

る
と
滞
納
期
間
に
応
じ
て
次
の
よ
う
な
措
置
が
と

ら
れ
ま
す
。

○
１
年
以
上
滞
納
し
た
場
合

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
全
額
（
10
割
）
を
い
っ
た
ん

自
己
負
担
し
、後
で
保
険
給
付
分（
9
割
）を
広
域
連

合
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
償
還
払
い
）

○
１
年
６
カ
月
以
上
滞
納
し
た
場
合

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
全
額
を
自
己
負
担
し
ま

す
。一
時
的
に
保
険
給
付
の
一
部
ま
た
は
全
部
が

差
し
止
め
に
な
っ
た
り
、
滞
納
し
て
い
る
保
険
料

と
相
殺
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
保
険
給
付
の

差
し
止
め
）

○
２
年
以
上
滞
納
し
た
場
合

 

　
　
　
　﹇
時
効
と
な
っ
た
保
険
料
が
あ
る
場
合
﹈

自
己
負
担
が
１
割
か
ら
３
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
た

り
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
負
担
額
の
引
き
上
げ
）

○
悪
質
な
滞
納
者
の
場
合

負
担
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
険
料
を
滞

納
す
る
悪
質
な
滞
納
者
に
は
、
財
産
の
差
押
え
な

ど
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
せ
先
　
介
護
保
険
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
９
１
｜

３
３
０
９（
直
通
）

認定者
5,152人

要支援１
10％

要支援２
９％

要介護１
23％

要介護２
16％

要介護３
14％

要介護４
17％

要介護５
11％   

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

計

 あわら市 坂井市 計

 157 346 503

 98 345 443

 333 861 1,194

 224 612 836

 208 495 703

 239 647 886

 168 419 587

 1,427 3,725 5,152

（人）

（平成 24年 6月末現在）

要
介
護
等
認
定
者
数
の
状
況

広
域
連
合
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

平
成
24
年
４
月
よ
り

「
坂
井
地
区
広
域
連
合
」
と
な
り
ま
し
た
。

各
担
当
課
に
直
通
回
線
を
設
け
て
い
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

坂
井
地
区
広
域
連
合

　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
７
２
ー
３
３
０
５
（
代
表
）

　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ   

７
２
ー
３
３
０
６

◎
総
務
課

　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
９
１
ー
３
３
０
７
（
直
通
）

◎
環
境
衛
生
課

　
代
官
山
斎
苑
及
び
し
尿
処
理
に
関
す
る

こ
と

　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
９
１
ー
３
３
０
８
（
直
通
）

◎
介
護
保
険
課
　
　
　
　
　

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
及
び
保
険
料
に
関
す
る

こ
と

　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
９
１
ー
３
３
０
９
（
直
通
）

　
要
介
護
認
定
に
関
す
る
こ
と
　
　
　
　

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
９
１
ー
３
３
１
０
（
直
通
）








